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 議案第１６号 
 
 

平成１８年度能美市一般会計予算 

 
 
平成１８年度能美市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８，９２０，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 
  （債務負担行為） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、   

「第２表 債務負担行為」による。 
 
 
  （地方債） 
 第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

「第３表 地方債」による。 
 

（能美市一般会計） 
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  （一時借入金） 
 第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、３，５００，０００千円と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 
 
 
     平成１８年２月２３日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市一般会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1市 税 ６，５０８，０００

1市 民 税 ２，５２４，７８５

2固定資産税 ３，０５０，６７３

3軽自動車税 ７３，０３９

4市たばこ税 ３３６，４０１

5鉱 産 税 １

6特別土地保有税 １

7入 湯 税 １２，０００

8都市計画税 ５１１，１００

2地方譲与税 ６３４，０００

1所得譲与税 ３６２，０００

2自動車重量譲与税 ２００，０００

3地方道路譲与税 ７２，０００

3利子割交付金 １５，０００

1利子割交付金 １５，０００

4配当割交付金 ７，２００

1配当割交付金 ７，２００
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

5株式等譲渡所得割交付金 １，０００

1株式等譲渡所得割交付金 １，０００

6地方消費税交付金 ５０３，０００

1地方消費税交付金 ５０３，０００

7ゴルフ場利用税交付金 ６１，０００

1ゴルフ場利用税交付金 ６１，０００

8自動車取得税交付金 １４３，０００

1自動車取得税交付金 １４３，０００

9地方特例交付金 １９０，０００

1地方特例交付金 １９０，０００

10地方交付税 ４，２００，０００

1地方交付税 ４，２００，０００

11交通安全対策特別交付金 ８，０００

1交通安全対策特別交付金 ８，０００

12分担金及び負担金 ７７６，４４７

1分 担 金 １６，３２３

2負 担 金 ７６０，１２４
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

13使用料及び手数料 ３７０，９１２

1使 用 料 ３５２，９００

2手 数 料 １８，０１２

14国庫支出金 １，２０６，７１２

1国庫負担金 ４８９，４５９

2国庫補助金 ７０８，５８３

3国庫委託金 ８，６７０

15県 支 出 金 ７３８，９９２

1県 負 担 金 ２５５，８８９

2県 補 助 金 ４０９，０２９

3県 委 託 金 ７４，０７４

16財 産 収 入 １３４，８２０

1財産運用収入 １３，８１０

2財産売払収入 １２１，０１０

17寄 附 金 ２４，５７７

1寄 附 金 ２４，５７７

18繰 入 金 ９８３，８００
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

2基金繰入金 ９８３，８００

△ 特別会計繰入金 ０

19繰 越 金 １００，０００

1繰 越 金 １００，０００

20諸 収 入 ３２７，２４０

1延滞金、加算金及び過料 ２

2預 金 利 子 ２

3貸付金元利収入 １８９，２６７

4受託事業収入 ３，１３６

5雑 入 １３４，８３３

21市 債 １，９８６，３００

1市 債 １，９８６，３００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １８，９２０，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1議 会 費 ２１１，６６０

1議 会 費 ２１１，６６０

2総 務 費 １，７２５，０３１

1総務管理費 １，３９７，８８７

2徴 税 費 ２４９，３３４

3戸籍住民基本台帳費 ６３，４６３

4選 挙 費 ８，５４６

5統計調査費 ３，１６２

6監査委員費 ２，６３９

3民 生 費 ５，５５５，９３６

1社会福祉費 ２，３１２，７５３

2児童福祉費 ３，１２３，０５６

3生活保護費 １２０，０８７

4災害救助費 ４０

4衛 生 費 １，６３１，４８２

1保健衛生費 ８０８，５５２

2環境衛生費 １８９，５８６
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

3清 掃 費 ６３３，３４４

5労 働 費 ３，２７５

1労 働 費 ３，２７５

6農林水産業費 ７０２，９８３

1農 業 費 ５３０，０３４

2林 業 費 １７２，８９９

3水 産 業 費 ５０

7商 工 費 ８１９，７５７

1商 工 費 ８１９，７５７

8土 木 費 ２，９４３，９１３

1土木管理費 ８７，３６１

2道路橋りょう費 １，２２３，５１０

3河 川 費 ４９，９１７

4都市計画費 １，５０９，４６０

5住 宅 費 ７３，６６５

9消 防 費 ５０１，１８２

1消 防 費 ５０１，１８２

- 8 - (能美市一般会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

10教 育 費 ２，４８２，５１４

1教育委員会費 ２２３，５１７

2小 学 校 費 ４９０，４０８

3中 学 校 費 ２６５，８７７

4幼 稚 園 費 ３７１

5社会教育費 ９１５，６１５

6保健体育費 ５８６，７２６

11災害復旧費 ５００

1災害復旧費 ５００

12公 債 費 ２，３２１，１８７

1公 債 費 ２，３２１，１８７

13諸 支 出 金 １０，５８０

1基 金 費 １０，５８０

14予 備 費 １０，０００

1予 備 費 １０，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １８，９２０，０００
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事　　　　　項 期　間 限　度　額

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

固定資産評価替事務
平成１９年度か
ら平成２０年度
まで

3,000千円

88,000千円統合型地理情報システム導入事業 平成１９年度
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

アスベスト対策事業債 8,500

児童厚生福祉施設整備事業債 232,600

県営土地改良事業負担金 17,600

フォレスト・コミュニティ整備事業債 19,200

臨時地方道整備事業債 129,400

地方特定道路整備事業債 277,200

交通安全施設等整備事業債 40,600

市道第１９２号線整備事業債 2,500

小松インター線整備事業債 23,700

上清水下徳山線整備事業債 33,700

下清水出口線整備事業債 97,800

北中央線整備事業債 8,500

市道第８９号線整備事業債 19,000

水辺環境整備事業債 13,300

第３表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

第３表　地　　方　　債

地方特定道路整備事業債（街路） 108,000

中心街活性化事業債 136,100

小学校建具復旧事業債 17,400

中学校建具復旧事業債 5,900

中学校耐震補強事業債 16,700

公民館耐震補強事業債 100,700

ハマナス群落整備事業債 14,900

給食センター整備事業債（配送車） 9,000

減税補てん債 54,000

臨時財政対策債 600,000

計 1,986,300

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。
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 議案第１７号 
 
 

平成１８年度能美市国民健康保険特別会計予算 

 
 

平成１８年度能美市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，７００，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

    （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、３００，０００千

円と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

（能美市国民健康保険特別会計） 
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     平成１８年２月２３日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市国民健康保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 国民健康保険税 １，２３７，５９０

1 国民健康保険税 １，２３７，５９０

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ９８７，６９９

1 国庫負担金 ８０４，８２５

2 国庫補助金 １８２，８７４

4 療養給付費等交付金 ９０２，２６０

1 療養給付費等交付金 ９０２，２６０

5 県 支 出 金 １８３，３３８

1 県 負 担 金 １７，９４７

2 県 補 助 金 １６５，３９１

6 共同事業交付金 ３５，８９５

1 共同事業交付金 ３５，８９５

7 財 産 収 入 ７５０

1 財産運用収入 ７５０

8 寄 附 金 １０
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 寄 附 金 １０

9 繰 入 金 ３５２，３０８

1 一般会計繰入金 １９９，４６３

2 基金繰入金 １５２，８４５

10 繰 越 金 ２０

1 繰 越 金 ２０

11 諸 収 入 １２０

1 延滞金加算金及び過料 ５０

2 預 金 利 子 １０

3 雑 入 ６０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ３，７００，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ５３，８１３

1 総務管理費 ４５，６３０

2 徴 税 費 ７，８８３

3 運営協議会費 ３００

2 保険給付費 ２，５２６，７９０

1 療 養 諸 費 ２，２６７，５９０

2 高額療養費 ２２５，８００

3 移 送 費 １００

4 出産育児諸費 １８，９００

5 葬 祭 諸 費 １４，４００

3 老人保健拠出金 ８０７，７００

1 老人保健拠出金 ８０７，７００

4 介護納付金 ２２８，７６０

1 介護納付金 ２２８，７６０

5 共同事業拠出金 ７１，９３２

1 共同事業拠出金 ７１，９３２

6 疾病予防費 ７，３９５
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 疾病予防費 ７，３９５

7 基金積立金 ７５０

1 基金積立金 ７５０

8 公 債 費 １０

1 公 債 費 １０

9 諸 支 出 金 １，３５０

1 償還金及び還付加算金 １，３４０

2 繰 出 金 １０

10 予 備 費 １，５００

1 予 備 費 １，５００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ３，７００，０００
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 議案第１８号 
 
 

平成１８年度能美市公共下水道事業特別会計予算 

 
 

平成１８年度能美市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，５１０，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （地方債） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 
 
 
  （一時借入金） 
 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、１，０００，０００千円と定める。 
 
 

（能美市公共下水道事業特別会計） 
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     平成１８年２月２３日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 

（能美市公共下水道事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 １２６，５０１

1 負 担 金 １２６，５０１

2 使用料及び手数料 ６４４，７１９

1 使 用 料 ６４４，７０８

2 手 数 料 １１

3 国庫支出金 ５８０，０００

1 国庫補助金 ５８０，０００

5 財 産 収 入 １

1 財産運用収入 １

6 繰 入 金 １，０６５，０００

1 一般会計繰入金 ９９５，０００

2 基金繰入金 ７０，０００

7 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

8 諸 収 入 ７０，３６９

1 預 金 利 子 １

2 雑 入 ７０，３６８

- 3 - (能美市公共下水道事業特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

9 市 債 １，０２３，４００

1 市 債 １，０２３，４００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ３，５１０，０００

- 4 - (能美市公共下水道事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 ２，１６３，１８３

1 事 業 費 ２，１６３，１８３

2 公 債 費 １，３４６，８１７

1 公 債 費 １，３４６，８１７

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ３，５１０，０００

- 5 - (能美市公共下水道事業特別会計)



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

流域下水道事業債 45,400

公共下水道事業債 978,000

計 1,023,400

第２表　地　　方　　債

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。

普通貸借又は
証券発行

-6- （能美市公共下水道事業特別会計）



 - 1 - 

 
議案第１９号 

 
 

平成１８年度能美市農業集落排水事業特別会計予算 

 
 

平成１８年度能美市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８７，１００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 

 
  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、２０，０００千円

と定める。 
 
 
     平成１８年２月２３日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 

（能美市農業集落排水事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 ３，０００

1 分 担 金 １，５００

2 負 担 金 １，５００

2 使用料及び手数料 ２８，８８１

1 使 用 料 ２８，８８０

2 手 数 料 １

3 県 支 出 金 ２００

1 県 補 助 金 ２００

4 財 産 収 入 １

1 財産運用収入 １

5 繰 入 金 ５５，０００

1 一般会計繰入金 ５２，０００

2 基金繰入金 ３，０００

6 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

7 諸 収 入 ８

1 預 金 利 子 １

- 2 - (能美市農業集落排水事業特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

2 雑 入 ７

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ８７，１００

- 3 - (能美市農業集落排水事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 ３４，６５８

1 事 業 費 ３４，６５８

2 公 債 費 ５２，４４２

1 公 債 費 ５２，４４２

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ８７，１００

- 4 - (能美市農業集落排水事業特別会計)
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 議案第２０号 
 
 

平成１８年度能美市介護保険特別会計予算 

 
 
平成１８年度能美市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ２，７９５，８００千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１８，

０００千円と定める。 
２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
３ サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第２表 歳入歳出予算」による 

 
  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、保険事業勘定３００，０００千円、サービス事

業勘定５，０００千円と定める。 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）保険事業勘定の保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用 
（能美市介護保険特別会計）
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     平成１８年２月２３日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市介護保険特別会計）



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ５０８，４１５

1 介護保険料 ５０８，４１５

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ６１６，６０３

1 国庫負担金 ４６７，３１０

2 国庫補助金 １４９，２９３

4 支払基金交付金 ８２８，３１０

1 支払基金交付金 ８２８，３１０

5 県 支 出 金 ３９５，６１０

1 県 負 担 金 ３８８，２１０

2 県 補 助 金 ７，４００

6 財 産 収 入 １０

1 財産運用収入 １０

7 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

8 繰 入 金 ４４６，７０８

- 3 - (能美市介護保険事業勘定)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 一般会計繰入金 ４４６，７０８

9 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

10諸 収 入 １１４

1 延滞金、加算金及び過料 ３０

2 預 金 利 子 １０

3 受託事業収入 １０

4 雑 入 ６４

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，７９５，８００

- 4 - (能美市介護保険事業勘定)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1総 務 費 ５２，０２４

1総務管理費 ２１，０２０

2徴 収 費 ２，９４９

3介護認定審査会費 ２８，０５５

2保険給付費 ２，６３３，０００

1介護サービス等諸費 ２，３９０，１３５

2介護予防サービス等諸費 １４２，６３１

3その他諸費 ３，５３４

4高額介護サービス等費 １８，７００

5特定入所者介護サービス等費 ７８，０００

3財政安定化基金拠出金 １０

1財政安定化基金拠出金 １０

4地域支援事業費 ６８，４２０

1介護予防事業費 ５５，２５５

2包括的支援事業・任意事業 １３，１６５

5基金積立金 １０

1基金積立金 １０

- 5 - (能美市介護保険事業勘定)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

6公 債 費 ４１，８９６

1公 債 費 ９６

2財政安定化基金償還金 ４１，８００

7諸 支 出 金 ２４０

1償還金及び還付加算金 ２４０

8予 備 費 ２００

1予 備 費 ２００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，７９５，８００

- 6 - (能美市介護保険事業勘定)



第　２　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 サービス収入 １７，９４０

1 介護予防サービス収入 １７，９４０

2 繰 入 金 １０

1 一般会計繰入金 １０

3 諸 収 入 ５０

1 預 金 利 子 １０

2 雑 入 ４０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １８，０００

- 7 - (能美市介護サービス事業勘定)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1総 務 費 ５９４

1総務管理費 ５９４

2サービス事業費 １７，３０６

1居宅サービス事業費 １７，３０６

3予 備 費 １００

1予 備 費 １００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １８，０００

- 8 - (能美市介護サービス事業勘定)
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 議案第２１号 
 
 

平成１８年度能美市老人保健特別会計予算 

 
 

平成１８年度能美市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，２５３，１００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、３００，０００千

円と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）医療諸費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
 

（能美市老人保険特別会計） 
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     平成１８年２月２３日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 

（能美市老人保健特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 支払基金交付金 ２，３０８，９００

1 支払基金交付金 ２，３０８，９００

2 国庫負担金 １，２９６，１５３

1 国庫負担金 １，２９６，１５３

3 県 支 出 金 ３２４，０００

1 県 支 出 金 ３２４，０００

4 繰 入 金 ３２４，０００

1 一般会計繰入金 ３２４，０００

5 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

6 諸 収 入 ４６

1 延滞金及び加算金 ２

2 預 金 利 子 １

3 雑 入 ４３

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，２５３，１００

- 3 - (能美市老人保健特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 医 療 諸 費 ４，２５３，０５０

1 医 療 諸 費 ４，２５３，０５０

2 諸 支 出 金 ５０

1 償還金及び還付金 ４９

2 繰 出 金 １

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，２５３，１００

- 4 - (能美市老人保健特別会計)
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 議案第２２号 
 
 

平成１８年度能美市温泉事業特別会計予算 

 
 

平成１８年度能美市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，８００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 

 
  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、１，０００千円と

定める。 
 
 
     平成１８年２月２３日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 

（能美市温泉事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 使用料及び手数料 １０，７８４

1 使 用 料 １０，７８４

2 財 産 収 入 ５

1 財産運用収入 ５

3 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

4 諸 収 入 １

1 預 金 利 子 １

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １０，８００

- 2 - (能美市温泉事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 温泉事業費 １０，８００

1 温泉事業費 １０，８００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １０，８００

- 3 - (能美市温泉事業特別会計)



議案第２３号

　　　　　（総　則）
　　　　第１条　平成１８年度能美市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　　　　　（業務の予定量）
　　　　第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
　　　　　(1) 給水戸数 17,000戸
　　　　　(2) 年間総給水量 7,650,000㎥
　　　　　(3) 一日平均給水量 20,950㎥
　　　　　(4) 主要な建設改良工事　　 1. 配水管整備事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2. 配水管改良事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3. 施設改良事業

　　　　　（収益的収入及び支出）
　　　　第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
　　　　　　（収　入）
　　　　　第１款　水道事業収益 738,600千円
　　　　　　第１項　営業収益 738,100千円
　　　　　　第２項　営業外収益 500千円
　　　　　　（支　出）
　　　　　第１款　水道事業費用 815,900千円
　　　　　　第１項　営業費用 624,800千円
　　　　　　第２項　営業外費用 191,000千円
　　　　　　第３項　特別損失 100千円

　　　　　（資本的収入及び支出）
　　　　第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入が資本的支出に対して不足する額262,900千円は、
　　　　　　過年度分損益勘定留保資金238,480千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,420千円で補てんするもの
　　　　　　とする。
　　　　　　（収　入）
　　　　　第１款　資本的収入 513,000千円
　　　　　　第１項　企業債 401,400千円

平成１８年度能美市水道事業会計予算

－1－ （能美市水道事業会計）



　　　　　　第２項　工事負担金 87,040千円
　　　　　　第３項　分担金 21,060千円
　　　　　　第４項　固定資産売却代金 0千円
　　　　　　第５項　雑収入 3,500千円
　　　　　　（支　出）
　　　　　第１款　資本的支出 775,900千円
　　　　　　第１項  建設改良費 559,830千円
　　　　　　第２項  企業債償還金 216,070千円

　　　　　（企業債）
　　　　第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
千円 証書借入 　　　　　％

借入時期は平成１８年度とする。 起債年度から据置期間を含めて３０年以

ただし工事の進捗状況等により起債 5.0 内に償還する。

の全部又は、一部を翌年度に繰り越 　　　　以内

して借り入れることができる。

　　　　　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
　　　　第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。
　　　　　(1) 第７条に定める経費以外の経費

　　　　　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
　　　　第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費を、その経費の
　　　　　金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
　　　　　(1) 職員給与費 58,584千円

　　　　　（たな卸資産の購入限度額）
　　　　第８条　たな卸資産の購入限度額は、13,079千円と定める。

401,400

配 水 管 整 備 事 業

配 水 管 改 良 事 業

－2－ （能美市水道事業会計）



　　　　　（重要な資産の取得）
　　　　第９条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。
　　　　　(1) 取得する資産
　　　　　　　　　（事　　業）　　　（種　類）　　　（名　称）　　　　  （数　量）
　　　　　　　1.　配水管改良事業　　　構築物　　　　　配水管 φ300 L= 1,220.0 m 　φ150 L= 1,468.0 m 　　

φ100 L= 3,893.0 m 　φ 75 L=   945.0 m 　

φ 50 L=   841.0 m

　　　平成１８年２月２３日　提出

能美市長　　　酒　井　　悌　次　郎

－3－ （能美市水道事業会計）



　　　（総　則）
　　第１条　平成１８年度能美市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　　　（業務の予定量）
　　第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
　　　(1) 給水事業所数　 ９社
　　　(2) 年間総給水量　 辰口第一工業用水道 10,585,000㎥
　　　　　　　　　　 辰口第二工業用水道 3,193,420㎥

根上地区工業用水道 3,040,000㎥
　　　(3) 一日平均給水量　 辰口第一工業用水道 29,000㎥

辰口第二工業用水道 8,740㎥
根上地区工業用水道 8,320㎥

　　　（収益的収入及び支出）
　　第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
　　　　　　　　収　　入
　　　第１款　辰口第一工業用水道事業収益　　　　　　　　　　 77,900千円
　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　 77,790千円
　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110千円
　　　第２款  辰口第二工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　 97,800千円
　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　 97,690千円
　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110千円
　　　第３款  根上地区工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　 85,300千円
　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　 85,220千円
　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80千円
　　　　　　　　支　　出
　　　第１款　辰口第一工業用水道事業費用　　　　　　　　　　　 65,000千円
　　　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　 53,900千円
　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,100千円

　議案第２４号

平成１８年度能美市工業用水道事業会計予算

－1－ （能美市工業用水道事業会計）



　　　第２款  辰口第二工業用水道事業費用　　　　　　　　　　　　　 78,600千円
　　　　第１項　営業費用　　　　　　　 54,790千円
　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　 23,810千円
　　　第３款　根上地区工業用水道事業費用　　　　　　　　　　 107,300千円
　　　　第１項　営業費用　　　　　　　 82,320千円
　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　 24,980千円

　　　（資本的収入及び支出）
　　第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額167,900千円は、
　　　過年度分損益勘定留保資金85,581千円、当年度分損益勘定留保資金12,414千円、減債積立金15,000千円、建設改良積立金50,000
　　　千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,905千円で補てんするものとする。）
　　　　（収　入）
　　　　　　　　　なし
　　　　（支　出）
　　　第１款　辰口第一工業用水道事業資本的支出　　　　　　　　　　　 80,600千円
　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　 65,510千円
　　　　第２項　企業債償還金 15,090千円
　　　第２款  辰口第二工業用水道事業資本的支出 75,100千円
　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　 33,000千円
　　　　第２項　企業債償還金 42,100千円
　　　第３款  根上地区工業用水道事業資本的支出 12,200千円
　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　 4,730千円
　　　　第２項　企業債償還金 7,470千円

　　　（予定支出の各項の経費の金額の流用)
　　第５条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりとする。
　　　(1) 第６条に定める経費以外の経費

　　　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
　　第６条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその
　　　経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
　　　(1) 職員給与費　　　　　 15,907千円
　　　(2) 交際費 100千円

－2－ （能美市工業用水道事業会計）



　　　（重要な資産の取得)
　　第７条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。
　　　(1) 取得する資産　　　　　
　　　　　　　（　事　　　業　）　　 （種　類）　　　（名　称）　　（数　量）　　
　　　　１．辰口第一工業用水道事業　　機械及び装置　　電気設備 　　　１式   
　　　　２．辰口第ニ工業用水道事業　　構築物　　　　　取水施設 　　　１式   

　　　　　　平成１８年２月２３日　提出

　　　　　　平成１７年　月　　日原案可決

畑 中 晃 昭石川県能美市議会議長

議決第　号

　　　　　能美市長　　　酒　井　　悌　次　郎　

－3－ （能美市工業用水道事業会計）



 

－ 1 －                                     （能美市立病院事業会計） 

 

議案第２５号 

 

平成１８年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算 

 

 

 （総則） 

第１条 平成１８年度国民健康保険能美市立病院事業会計の予算は次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

(1)病     院      

 一般病床 １０３床、療養病床 ４０床（うち介護療養型医療施設 １２床) 

  入院（年間） ４０，６６０人   入院（1日平均患者数） １１１人 

  外来（年間） ８２，５７０人   外来（1日平均患者数） ３０９人 

(2)介護老人保健施設      

 入所定員（短期入所を含む） ７４人  通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ定員 ２５人 

  入所者（年間） ２６，２００人   入所者（1日平均利用者数） ７２人 

  通所者（年間） ４，３００人   通所者（1日平均利用者数） １７人 

(3)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ      

 定員 ３０人    

  通所者（年間） ６，４００人   通所者（1日平均利用者数） ２５人 
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（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

収       入  支       出 

第1款 病院事業収益 ２，１４７，０００千円  第1款 病院事業費用 ２，１４７，０００千円 

  第1項 医業収益 １，９０９，７４９千円    第1項 医業費用 ２，０６７，９８２千円 

  第2項 医業外収益 ２３７，０５０千円    第2項 医業外費用 ７８，０１７千円 

  第3項 特別利益 ２０１千円    第3項 特別損失 ５０１千円 

     第4項 予備費 ５００千円 

第2款 介護老人保健施設事業収益 ３６７，０００千円  第2款 介護老人保健施設事業費用 ３６７，０００千円 

  第1項 営業収益 ３６６，９６４千円    第1項 営業費用 ３４３，９６６千円 

  第2項 営業外収益 ３５千円    第2項 営業外費用 ２３，０３３千円 

  第3項 特別利益 １千円    第3項 特別損失 １千円 

第3款 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業収益 ５９，５００千円  第3款 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業費用 ５９，５００千円 

  第1項 営業収益 ５９，４９０千円    第1項 営業費用 ５９，４９７千円 

  第2項 営業外収益 ９千円    第2項 営業外費用 ２千円 

  第3項 特別利益 1千円    第3項 特別損失 １千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

収       入  支       出 

第1款 病院事業資本的収入 ２４８，１０８千円  第1款 病院事業資本的支出 ４２３，４４５千円 

第1項 企業債 

第2項 出資金 

１２２，６００千円 

１１５，６０１千円 
 

第1項 建設改良費 

第2項 企業債償還金 

１３５，０００千円 

２８８，４４５千円 

  第3項 補助金 ９，９０７千円    
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資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１７５，３３７千円は過年度分損益勘定留保資金６３，４８３千円及び当年度分損益勘定留保資金１１１，８５４千円で補て

んする。 

収       入  支       出 

第2款 介護老人保健施設資本的収入 ０千円  第２款 介護老人保健施設資本的支出 ２５，０６５千円 

     第2項 企業債償還金 ２５，０６５千円 

     資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２５，０６５千円は、過年度分損益勘定留保資金２５，０６５千円で補てんする。 

 

 （企業債）                                                     

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は次のとおりと定める。                 

 

（一時借入金）                                                 

第６条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）                             

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は 議会の議決を経なければな

らない。                               

(1)病     院 職員給与費 １，０９８，１４０千円  交際費 ５００千円 

起債の目的        限 度 額      起債の方法 利   率 償 還 の 方 法           

 

施設大規模改修 

機械室改修 

医療機器整備事業 

 

 

７０，７００千円 

２，０００千円 

４９，９００千円 

普通貸借又は証券発行 ５．０％以内（ただし、利率見直し

方式で借りる場合は、当該見直し

後の利率） 

政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合はその債

権者と協定するものとする。ただし、その債権者と市財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすること

ができる。 
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(2)介護老人保健施設 職員給与費 ２１８，０８９千円  交際費 １２０千円 

(3)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 職員給与費 ３４，２７２千円  交際費 １００千円 

 

 （他会計からの補助金）                                            

第８条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりである。 

(1)病     院 ３８５，０００千円  救急医療の確保に要する経費 ３６，５５２千円  

   医師等の研究研修に要する経費 ２，７３５千円  

   追加費用に要する経費 ２１，２３８千円  

   児童手当に要する経費 ９００千円  

   

企業債償還利息に要する経費 

高度医療に要する経費 

元金償還に要する経費 

電波障害対策に要する経費 

アスベスト対策に要する経費 

４４，１２５千円 

１００，５７０千円 

１１５，６０１千円 

５，９９８千円 

７，２８１千円 

 

   経営安定に要する経費 ５０，０００千円  

(2)介護老人保健施設 １千円  施設運営に要する経費 １千円  

(3)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ １千円  施設運営に要する経費 １千円  

 

 （たな卸資産購入費の購入限度額）                                       

第９条 たな卸資産購入費の購入限度額は次のとおりと定める。 

(1)病     院 ５４３，９００千円     

(2)介護老人保健施設 １８，５２５千円     

(3)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ １，２６０千円     

 （重要な資産の取得）                                          
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第10条 重要な資産の取得は次のとおりとする。                              

種    類 名        称 数 量 備  考 

建物 
市立病院施設大規模改修 

機械室改修 

一式 

一式 

市立病院 

 

器械及び備品 上部消化管汎用ビデオスコープ 一式 市立病院 

 自動ジェット式超音波洗浄装置 一式  

 透析通信システム 一式  

 X線一般撮影装置 一式  

 診療情報管理システム 一式  

 関節鏡手術装置 一式  

 輸血管理システム 一式  

 作業療法室備品 一式  

    

 

 

   

                    平成１８年２月２３日 提出        

                           

                                                             石川県能美市長  酒 井 悌次郎 


	H18予算書（表紙）
	H18nomi-city_yosansyo
	H18予算書（表紙）
	H18能美市予算書




